
浜松市規則第１４号 

浜松市職員被服等貸与規則の一部を改正する規則 

 

 浜松市職員被服等貸与規則（昭和３５年浜松市規則第３３号）の一部を次のように改正

する。 

改正前 改正後 

 （被貸与者、貸与品等）  （被貸与者、貸与品等） 

第２条 被服を貸与される者（以下「被貸与者」

という。）及び貸与される被服（以下「貸与

品」という。）の種類、数量及び貸与期間に

ついては、別表のとおりとする。ただし、業

務の内容により、別表に規定する被貸与者区

分によって貸与することが適当でないと認

められる者については、当該区分を変更する

ことがある。 

第２条 被服等を貸与される者（以下「被貸与

者」という。）及び貸与される被服等（以下

「貸与品」という。）の種類、数量及び貸与

期間については、別表のとおりとする。ただ

し、業務の内容により、別表に規定する被貸

与者区分によって貸与することが適当でな

いと認められる者については、当該区分を変

更することがある。 

（着用期間） （着用期間） 

第５条 貸与品に冬期用・夏期用の区分のある

ものの着用期間は、次のとおりとする。 

第５条 貸与品に冬期用・夏期用の区分のある

ものの着用期間は、次のとおりとする。ただ

し、気候の寒暖等に応じ適宜これを伸縮する

ことができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

被貸与者 種類 数量 貸与

期間 

摘要 

 （略） 

公害の調査又は検

査の業務に従事す

る職員 

冬服 1 6  

夏 服

（ シ

ャツ） 

2 

 

3  

 冬 作

業 衣

（ 上

着） 

（略）  

 （略）  

市立看護専門学校

に勤務する看護教

員及び夜間救急室

に勤務する看護師 

 

 

 

 

   

 白衣 3 2 

 帽子 2 2 

被貸与者 種類 数量 貸与

期間 

摘要 

 （略） 

公害の調査又は検

査の業務に従事す

る職員 

   

 

 

 

  

 冬 作

業 衣

（ 上

着） 

（略）  

 （略）  

市立看護専門学校

に勤務する看護教

員及び夜間救急室

に勤務する看護師 

夏 作

業 衣

（ 上

着） 

2 2 夏 作 業

衣 （ 上

着）は、

業 務 の

内 容 に

よ り 貸
 白衣 3 2 

 帽子 2 2 



 

 予 防

衣 

2 3 

  

 

 

  

 防 寒

衣 

1 2 

 作 業

靴 

1 1  

 

介護保険課、福祉事

業所及び健康づく

りセンターに勤務

する保健師 

冬服 1 3  

夏 服

（ シ

ャツ） 

2 3  

 冬 作

業 衣

（ 上

着） 

 （略）  

 （略）  

介護保険の認定調

査に従事する職員 

 

 

 

 

  白衣は、

業 務 の

内 容 に

よ り 貸

与する。  白衣 3 3 

 作 業

ズ ボ

ン 

2 2 

保健環境研究所に

勤務する職員のう

ち衛生検査の業務

に従事するもの 

冬服 1 6 冬 作 業

衣 （ 上

着）及び

作 業 ズ

ボンは、

業 務 の

内 容 に

よ り 貸

与する。 

夏 服

（ シ

ャツ） 

2 3 

 冬 作

業 衣

（ 上

着） 

1 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 白衣 2 1 

 作 業

ズ ボ

ン 

1 2 

  

 

  

食肉衛生検査所に

勤務する職員のう

ちと畜検査の業務

に従事するもの 

冬服 1 6  

夏 服

（ シ

ャツ） 

2 6  

 白衣 （略）  

  （略）  

保 健

所 に

生活衛生の

業務に従事

冬服 1 6 作業帽、

防寒衣、夏 服 2 3 

 予 防

衣 

2 3 与する。 

 作 業

ズ ボ

ン 

2 3 

 防 寒

衣 

1 2 

 作 業

靴 

1 1  

介護保険課、福祉事

業所及び健康づく

りセンターに勤務

する保健師 

    

 

 

 

   

 

 

冬 作

業 衣

（ 上

着） 

（略）  

 （略）  

介護保険の認定調

査に従事する職員 

冬 作

業 衣

（ 上

着） 

1 3  

 白衣 3 3  

 作 業

ズ ボ

ン 

2 2  

保健環境研究所に

勤務する職員のう

ち衛生検査の業務

に従事するもの 

   冬 作 業

衣 （ 上

着）、夏

作 業 衣

（ 上

着）、作

業 ズ ボ

ン 及 び

防 寒 衣

は、業務

の 内 容

に よ り

貸 与 す

る。 

 

 

 

  

 冬 作

業 衣

（ 上

着） 

1 3 

 夏 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3 

 白衣 2 1 

 作 業

ズ ボ

ン 

2 2 

 防 寒

衣 

1 5 

食肉衛生検査所に

勤務する職員のう

ちと畜検査の業務

に従事するもの 

    

 

 

 

   

 白衣 （略）  

 （略）  

保 健

所 に

生活衛生の

業務に従事

   防寒衣、

カ ッ パ   



 

勤 務

す る

職員 

する者 （ シ

ャツ） 

カ ッ パ

及 び 作

業 安 全

靴は、業

務 の 内

容 に よ

り 貸 与

する。 

    

 冬 作

業 衣

（ 上

着） 

2 6 

   

 

 
 

 

 

 

 

  作 業

ズ ボ

ン 

2 4 

  

 

作 業

帽 

1 3  

  防 寒

衣 

1 5  

  カ ッ

パ 

1 5  

  作 業

安 全

靴 

1 5  

 動物の愛護

及び管理の

指導の業務

に従事する

者 

冬服 1 6  

 冬 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3  

  夏 作

業 衣

（ 上

着） 

3 2  

  作 業

ズ ボ

ン 

2 1  

  作 業

帽 

2 2  

  防 寒

衣 

1 5  

  カ ッ

パ 

1 3  

 中央卸売市

場において

食品衛生の

業務に従事

する者 

冬 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3  

 夏 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3  

  白衣 2 3  

  作 業

ズ ボ

ン 

2 2  

勤 務

す る

職員 

する者  

 

及 び 作

業 安 全

靴は、業

務 の 内

容 に よ

り 貸 与

する。 

 冬 作

業 衣

（ 上

着） 

2 6 

  夏 作

業 衣

（ 上

着） 

2 6 

  作 業

ズ ボ

ン 

2 4 

   

 

   

  防 寒

衣 

1 5  

  カ ッ

パ 

1 5  

  作 業

安 全

靴 

1 5  

      

  

 

 

 

   

   

 

 

 

   

   

 

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 
   

   

 

 

 

   

   

 

 

 

   

      

   

 

 

   



 

  作 業

帽 

2 3  

  防 寒

衣 

1 5  

 医師 冬服 1 3  

  夏 服

（ シ

ャツ） 

2 3 

 

 

  白衣  （略）  

 管理栄養士 冬服 1 3  

  夏 服

（ シ

ャツ） 

2 3  

  白衣 （略）  

  （略）  

 保健師 冬服 1 3  

  夏 服

（ シ

ャツ） 

2 3  

  冬 作

業 衣

（ 上

着） 

（略）  

  （略）  

 看護師 冬服 1 3  

  夏 服

（ シ

ャツ） 

1 3  

  白衣  （略）  

  防 寒

衣 

1 5  

 歯科医師及

び歯科衛生

士 

冬服 1 3  

 夏 服

（ シ

ャツ） 

2 3  

  白衣  （略）  

   （略）  

   

 

 

 

   

   

 

 

 

   

   

 

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

 医師     

   

 

 

   

  白衣 （略）  

 管理栄養士     

   

 

 

   

  白衣 （略）  

  （略）  

 保健師     

   

 

 

   

  冬 作

業 衣

（ 上

着） 

（略）  

   （略）  

 看護師     

   

 

 

   

  白衣  （略）  

   

 

   

 歯科医師及

び歯科衛生

士 

    

  

 

 

   

  白衣  （略）  

   （略）  

動物愛護教育セン

ターに勤務する職

員 

冬 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3 防寒衣、

カ ッ パ

及 び 作

業 安 全

靴は、業

務 の 内

容 に よ

り 貸 与

する。 

 夏 作

業 衣

（ 上

着） 

3 2 

 作 業

ズ ボ

ン 

2 1 

 防 寒

衣 

1 5 

 カ ッ

パ 

1 3  



 

   

 

 

   

清 掃

事 業

所 に

勤 務

す る

職員 

自動車運転

手、清掃業務

員及び機械

操作員並び

にこれらに

準じると市

長が認める

者 

 （略） （略） 

作 業

安 全

靴 

（略）  

 

 

 

 

 

   

   

 

   

   

 

 

   

 上記以外の

者 

 （略） 

計量検査所に勤務

する職員 

冬服 1 6 （略） 

冬 作

業 衣

（ 上

着） 

（略）  

  （略）  

動 物

園 に

勤 務

す る

職員 

動物の飼育

に従事する

者 

 （略）  

カ ッ

パ 

 （略） 

 

 

  

 

 

 

 

   

   

 

   

   

 

 

   

 上記以外の

者 

冬服 1 6 （略） 

 冬 作

業 衣

（ 上

着） 

 （略）  

   （略）  

   

 

 

 

   

   

 

 

 

   

 作 業

安 全

靴 

1 5  

清 掃

事 業

所 に

勤 務

す る

職員 

自動車運転

手、清掃業務

員及び機械

操作員並び

にこれらに

準じると市

長が認める

者 

 （略） （略） 

作 業

安 全

靴 

（略）  

フ ァ

ン 取

付 用

作 業

衣 

1 5  

  フ ァ

ン 

1 5  

  バ ッ

テ リ

ー 

1 5  

 上記以外の

者 

 （略） 

計量検査所に勤務

する職員 

   （略） 

冬 作

業 衣

（ 上

着） 

（略）  

  （略）  

動 物

園 に

勤 務

す る

職員 

動物の飼育

に従事する

者 

 （略）  

カ ッ

パ 

 （略）  

 フ ァ

ン 取

付 用

作 業

衣 

1 5  

  フ ァ

ン 

1 5  

  バ ッ

テ リ

ー 

1 5  

 上記以外の

者 

   （略） 

 冬 作

業 衣

（ 上

着） 

 （略）  

   （略）  

中央卸売市場に勤

務する職員 

冬 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3  

 夏 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3  



 

   

 

 

   

   

 

   

   

 

   

食 肉

地 方

卸 売

市 場

に 勤

務 す

る 職

員 

 （略） 

上記以外の

者 

冬服 1 6  

夏 服

（ シ

ャツ） 

2 6  

 冬 作

業 衣

（ 上

着） 

 （略）  

   （略）  

土木の業務に従事

する職員（舗装の業

務に従事する職員

及び公園において

現場作業に従事す

る職員を除く。） 

冬 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3 作 業 衣

（ ツ ナ

ギ）は、

自 動 車

運 転 手

に 貸 与

する。 

夏 作

業 衣

（ 上

着） 

3 2 

 作 業

衣（ツ

ナギ） 

2 5 

 作 業

ズ ボ

ン 

2 1  

 作 業

帽 

2 2  

 防 寒

衣 

1 5  

 カ ッ

パ 

1 3  

 作 業

安 全

靴 

1 5  

舗装の業務に従事

する職員及び公園

において現場作業

に従事する職員 

冬 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3 作 業 衣

（ ツ ナ

ギ）は、

自 動 車

運 転 手

に 貸 与

する。 

 夏 作

業 衣

（ 上

着） 

3 2 

 作 業

衣（ツ

ナギ） 

2 5 

 作 業 3 1  

 作 業

ズ ボ

ン 

2 2  

 作 業

帽 

2 3  

 

 

防 寒

衣 

1 5  

食 肉

地 方

卸 売

市 場

に 勤

務 す

る 職

員 

 （略） 

上記以外の

者 

    

 

 

 

   

 

 

冬 作

業 衣

（ 上

着） 

 （略）  

   （略）  

土木の業務に従事

する職員 

冬 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3  

 夏 作

業 衣

（ 上

着） 

3 2 

 

 

  

 

 

   

 作 業

ズ ボ

ン 

2 1  

 作 業

帽 

2 2  

 防 寒

衣 

1 5  

 カ ッ

パ 

1 3  

 作 業

安 全

靴 

1 5  

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

   

     



 

ズ ボ

ン 
     

 作 業

帽 

2 2  

 防 寒

衣 

1 5  

 カ ッ

パ 

1 3  

 作 業

安 全

靴 

1 2  

学 校

に 勤

務 す

る 職

員 

調理の実習

又は理科の

実験に従事

する者並び

に養護教諭

及び養護助

教諭 

冬 服

（ 上

着） 

1 6 （略） 

夏 服

（ シ

ャツ） 

2 4  

 白衣  （略）  

   （略）  

  （略） 

 用務員 冬 服

（ 上

着） 

1 6 防 寒 衣

及 び カ

ッパは、

業 務 の

内 容 に

よ り 貸

与する。

作 業 帽

は 男 子

とし、三

角 巾 は

女 子 と

する。 

  冬 作

業 衣

（ 上

着） 

1 3 

  夏 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3 

  作 業

ズ ボ

ン 

2 3 

  作 業

帽 

1 2 

  三 角

巾 

2 3 

  防 寒

衣 

1 5 

  カ ッ

パ 

1 5  

   

 

 

 

 

   

   

 

   

   

 

 

   

 

 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

 

   

学 校

に 勤

務 す

る 職

員 

調理の実習

又は理科の

実験に従事

する者並び

に養護教諭

及び養護助

教諭 

 

 

 

  （略） 

 

 

 

   

 白衣  （略）  

   （略）  

  （略） 

 用務員  

 

 

  防 寒 衣

及 び カ

ッパは、

業 務 の

内 容 に

よ り 貸

与する。 

  冬 作

業 衣

（ 上

着） 

1 3 

  夏 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3 

  作 業

ズ ボ

ン 

2 3  

  作 業

帽 

1 2  

   

 

   

  防 寒

衣 

1 5  

  カ ッ

パ 

1 5  

  フ ァ

ン 取

付 用

作 業

衣 

1 5  

  フ ァ

ン 

1 5  

  バ ッ

テ リ

ー 

1 

 

5 

 

 



 

給食センターに勤

務する職員のうち

給食の業務に従事

する者 

 （略） 

博物館に勤務する

職員のうち博物館

資料の収集に従事

するもの 

冬服 1 6 （略） 

冬 作

業 衣

（ 上

着） 

（略）  

  （略）  

上記以外の職員 冬服 1 3 冬 作 業

衣 （ 上

着）、作

業衣（ツ

ナギ）、

白衣、作

業 ズ ボ

ン、作業

帽、三角

巾、防寒

衣、カッ

パ 及 び

作 業 安

全靴は、

業 務 の

内 容 に

よ り 貸

与する。

こ の 場

合 に お

いて、冬

作 業 衣

（上着）

を 貸 与

さ れ た

者 の 冬

服 の 貸

与 期 間

は、6年

とする。 

 夏 服

（ シ

ャツ） 

2 3 

 冬 作

業 衣

（ 上

着） 

1 3 

  

 

 

 

  

 作 業

委（ツ

ナギ） 

2 5 

 白衣 2 3 

 作 業

ズ ボ

ン 

2 4 

 作 業

帽 

1 2 

 三 角

巾 

2 3 

 防 寒

衣 

1 5 

 カ ッ

パ 

1 5 

 作 業

安 全

靴 

1 5 

 

給食センターに勤

務する職員のうち

給食の業務に従事

するもの 

 （略） 

博物館に勤務する

職員のうち博物館

資料の収集に従事

するもの 

   （略） 

冬 作

業 衣

（ 上

着） 

 （略）  

  （略）  

上記以外の職員    業 務 の

内 容 に

よ り 貸

与する。 

  

 

 

  

 冬 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3  

 夏 作

業 衣

（ 上

着） 

2 3  

 作 業

衣（ツ

ナギ） 

2 5  

 白衣 2 3  

 作 業

ズ ボ

ン 

2 4  

 作 業

帽 

1 2  

 三 角

巾 

2 3  

 防 寒

衣 

1 5  

 カ ッ

パ 

1 5  

 作 業

安 全

靴 

1 5  

 

備考 （略） 備考 （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に貸与してある被服等で改正後の浜松市職員被服等貸与規則

（以下「改正後の規則」という。）の規定により貸与することとなるものについては、改

正後の規則の規定により貸与したものとみなす。この場合において、当該被服等に係る



 

貸与期間については、改正前の浜松市職員被服等貸与規則の規定により貸与してある期

間は、改正後の規則別表に規定する貸与期間に算入する。 

 

 

（あらまし） 

 この規則は、清掃事業所等に勤務する職員に対して、新たにファン取付用作業衣、ファ

ン及びバッテリーを貸与するための改正を行うほか、所要の整備を行うものです。 


